
【
目
次
に
掲
載
す
る
件
名
】

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
信
用
格
付
業
者
の
関
係
法
人
を
指

定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件



○
金
融
庁
告
示
第
二
十
六
号

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
百
十
六
条
の
三
第
二

項
の
規
定
に
基

づ
き
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
信
用
格
付
業
者
の
関
係
法
人
を

指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
九
年
金
融
庁
告
示
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

金
融
庁
長
官

遠
藤

俊
英

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
号
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
Ｓ
＆
Ｐ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
の
特
定
関
係

（
Ｓ
＆
Ｐ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
の
特
定
関
係

法
人
）

法
人
）

第
二
条

Ｓ
＆
Ｐ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
（
金
融

第
二
条

［
同
上
］

庁
長
官
（
格
付
）
第
五
号
）
の
特
定
関
係
法
人
は
次
に
掲
げ
る
者
と
し
、
有
効

期
間
は
令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

商

号

又

は

名

称

S
&
P
G
lo
b
al
R
a
ting

s
U
K

L
im

ited

［
号
を
加
え
る
。
］

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

2
0

C
a
n
ad
a
S
qu
a
re

C
a
na
ry

W
h
a
rf,

L
o
nd
o
n
,

U
n
ite

d
K
in
g
do

m
E
1
4
5
L
H

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


